
農 業 委 員 会 議 事 日 程 
日 時：令和7年 7月22日(火)午後1時 30分 

場 所：千曲市役所 301大会議室AB 

〔開  会〕 

1.市長招集あいさつ 

2.臨時議長の選出 

3.議席の決定について 

4.会期の決定について 

 5.議事録署名委員の指名について 

6.選挙第1号 千曲市農業委員会会長の互選について 

7.選挙第2号 千曲市農業委員会会長代理の互選について 

8.議案第12号 千曲市農地利用最適化推進委員の選任について 

9.協議事項 

(1) 審議会等委員の選任について 

(2) 全国農業新聞・農業者年金の普及について 

(3) 千曲市農業委員会日程について 

（4） その他 

 

10.その他 

〔閉  会〕 



◎出席委員   中島芳紀農業委員外13名 

◎理事者    千曲市長 小川 修一 

◎事務局出席者 経済部長 稲玉 修治 

農委事務局 局長 滝沢資之､次長 平塚弘太､農地係 岩井佳苗、北村一樹 

 

【 会議概要 】 

滝沢局長 

 

 

 

 

市長 

 

滝沢局長 

 

 

 

 

中島委員 

 

 

 

平塚次長 

 

臨時議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

臨時議長 

 

平塚次長 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

ただ今から令和7年7月市長招集によります農業委員会臨時総会を開催いたします。 

この臨時総会は､｢農業委員会等に関する法律第27条第1項ただし書き｣の規定により､市

長が招集する農業委員会改選後の最初の総会となります｡ 

ここで､小川市長より｢召集のごあいさつ｣を申し上げます｡ 

 

（あいさつ） 

 

それでは、この総会にて会長が選出されるまでの間、地方自治法の 107 条議会の臨時議長に準

じまして、最年長の委員さんに臨時議長さんとして会議の進行をお願いしたいと思います。 

それでは出席委員さんの中で最年長の委員さんにつきましては、屋代地区の中島芳紀委員でご

ざいます。臨時議長をお願いしたいと思います。宜しくお願いいたします。 

 

臨時議長を務めます中島です。議事の進行がスムーズに進みますよう各委員の皆様のご協力を

お願いいたします。議事の進行上、現在の議席を仮議席といたします。 

ここで委員の出欠等について、事務局より報告願います。 

 

事務局の平塚です。本日の委員会ですが、全員の農業委員さんが出席しております。以上です。 

 

定足数に達しておりますので、ただいまから会議を開催いたします。 

日程第3、議席の決定について議題といたします。 

議席は、千曲市農業委員会会議規則第 8 条の規定により、あらかじめくじで定めることとなっ

ております。お諮りいたします。 

仮議席番号 1 番から順次くじを引いていただき、議席を決定したいが、これにご異議ございま

せんか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは仮議席番号順に事務局がくじを持ち回りますので順次お引きください。 

 

（くじ引き） 

 

それでは結果について事務局より報告願います。 

 

事務局から報告申し上げます。 

1番山崎良一委員。2番中島芳紀委員。3番鎌田恵子委員。4番中島一茂委員。5番栁澤雅仁委員

6番太田良彦委員。7番唐木博道委員。8番金原眞次委員、9番滝沢大委員。10番本道ちはる委

員。11番櫻井信一委員。12番大島康男委員。13番長浦一喜委員。14番半田裕之委員以上です。 

 

それでは議席が決定しましたので、暫時休憩としますので、議席の移動をお願いいたします。 

 

（席の移動） 



臨時議長 

 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平塚次長 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

臨時議長 

 

平塚次長 

 

それでは会議を再開いたします。 

お諮りいたします。改選後最初の総会ですので、委員各位の自己紹介をお願いしたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

ご賛同を得ましたので、事務局側から自己紹介いただき、その後、議席番号順に委員各位の自

己紹介をお願いいたします。 

 

（自己紹介 省略） 

 

ありがとうございました。 

続きまして、日程第4、会期の決定についてでありますが、本日1日と決定したいが、ご異議ご

ざいませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、会期は本日1日と決定しました。 

続きまして、日程第5議事録署名委員の指名について議題といたします。 

お諮りいたします。議事録署名委員を議長から指名することにご異議ございませんか。異議な

しと認め、議長から指名いたします。 

議席番号1番山崎
やまざき

良一
りょういち

委員、議席番号3番鎌田
か ま だ

恵子
け い こ

委員にお願いします。 

続きまして、日程第 6 選挙第 1 号千曲市農業委員会の農業委員会会長の互選について議題とい

たしますが、ここで会長互選の方法をいかようにするのかお諮りいたします。 

ご意見ございませんでしょうか？意見がないようですので、参考までに前回の互選の方法を事

務局より説明願います。 

 

前回の会長の互選については、地域別の選考委員の指名による会長の互選を行いました。 

今回も地域別に算出しますと、更埴川東地区から2名、更埴川西地区から2名、戸倉地区から1

名、上山田地区から1名の計6名となります。 

 

お諮りいたします。 

会長の互選の方法は、前回同様に選考委員の指名によることとし、選考委員については、川東

地区から2名、川西地区から2名、戸倉地区から1名、上山田地区から1名を選出し、6名の選

考委員による指名としたいが、ご異議ございますか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、選考委員の指名によることと決定しました。 

それでは暫時休憩とし、地区ごとに選考委員を選出願います。 

 

（選考委員の選考） 

 

それでは会議を再開いたします。選考委員の選出結果を事務局より報告願います。 

 

事務局から報告します。 

選考委員ですが、櫻井委員、鎌田委員、栁澤委員、大島委員、滝沢委員、金原委員。以上です。 



 

臨時議長 

 

 

 

 

臨時議長 

 

金原委員 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

 

 

柳澤委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

選考委員名の報告がありました。これより暫時休憩としまして、選考委員の皆様は、307会議室

で選考をお願いします。 

 

（選考） 

 

会議を再開いたします。選考委員の代表委員から報告をお願いいたします。 

 

選考委員の代表委員となりました金原でございます。 

選考委員6名で慎重審議を行った結果、栁澤雅仁委員に選考いたしました。 

以上でございます。 

 

選考委員の代表委員から会長に栁澤雅仁委員を指名する旨の報告がありました。 

お諮りいたします。 

選挙第 1 号千曲市農業委員会会長の互選については、栁澤雅仁委員を会長に指名することにご

異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、選挙第1号は、栁澤雅仁委員を会長することに決定をいたしました。 

ただいま会長さんに決まりました栁澤雅仁委員さんに、議長席にお着きいただき、承諾および

就任のご挨拶をお願いします。 

私不慣れではありましたが、委員皆さんのご協力により、スムーズな進行が出来ましたことに

厚く御礼を申し上げます。 

これをもって、臨時議長を退席いたします。どうもありがとうございました。 

 

ただいま推薦いただきました栁澤雅仁です。本年、2期目に入りました。 

3年前に我々というか私新任で委員になりましたけれども、ほとんど様子が分からず3年が経過

しました。ですが、農業関係についてはかなりいろんな問題があり、高齢しているこの農業関

係については、農業委員では十分語りつくせないのではないかなとこんなふうに感じました。 

今期というかこれから今後3年皆さんの力をいただきながら進めてまいりたいと思いますので、

どうぞご協力をお願いいたします。 

 

ここで市長を経済部長が他の公務のために退席をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

それでは日程第 7 選挙第 2 号千曲市農業委員会会長代理の互選について議題といたしますが、

ここで会長互選の方法をいかようにするのか、お諮りいたします。 

 

何かございますか。意見がないようなのでお諮りいたします。 

会長代理の互選の方法は、会長互選の方法と同様に、選考委員の指名によることとし、選考委

員は会長互選の際の選考委員とすることにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、暫時休憩とし、選考委員の皆様は 307 会議室で選考をお願いいたします。暫

時休憩です。 

 

（暫時休憩） 

 



議長 

 

金原委員 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

中島委員 

 

 

 

議長 

 

 

 

平塚次長 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

平塚次長 

 

議長 

 

 

 

議長 

それでは会議を再開します。選考委員の代表委員の方から報告をお願いいたします。 

 

選考委員 6 名で慎重審議を行った結果、会長代理には中島一茂さんを推薦いたします。以上で

ございます。 

 

選考委員の代表委員から会長代理に中島一茂委員を指名するとの報告がありました。 

お諮りいたします。選挙第 2 号千曲市農業委員会会長代理の互選については、中島一茂委員を

会長代理に指名することにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、選挙第 2 号は、中島一茂委員を会長代理とすることに決定しました。それで

は会長代理席に移動いただき、新任の挨拶をお願いします。 

 

選考委員の方に会長代理に指名されました中島でございます。 

今後 3 年間、栁澤会長のもと、この地区は農業委員会が今後ともより良くなるように努力して

いきます。宜しくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

続きまして、日程第8.議案第12号千曲市農地利用最適化推進委員の選任について議題といたし

ます。事務局から説明願います。 

 

（説明） 

 

それでは、質疑意見を一括してお受けいたします。 

ご発言の際は挙手の上、議席番号氏名を添えてお願いします。 

 

（進行の声） 

 

進行いたします。質疑・意見を終結し、採決いたします。 

お諮りします。 

議案第12号千曲市、農地利用最適化推進委員の選任について、原案のとおり可決することに賛

成の方の挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございました。 

議案第12号は原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程第9協議事項に入ります。 

協議事項、（１）審議会等委員の選任について事務局より説明願います。 

 

（説明） 

 

質疑・意見がありましたらお願いいたします。 

 

（進行の声） 

 

進行します。審議会委員の選任については事務局の説明とおりで、ご異議ございませんか。 



 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

平塚次長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、会長が充て職となっている都市計画審議会委員、屋代スマートインターチェ

ンジを活用した魅力あるまちづくり方針等策定委員会委員、食料・農業・農村政策審議会委員、

有害鳥獣駆除対策協議会会長、営農支援センター運営委員会会長、農業再生協議会会長、県農

業改良普及事業協議会会長、県農業会議会議員、長野県長野農業委員会協議会副会長について

は充て職ということで、会長である私が務めるということでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

続いて、会長代理が充て職となっている環境審議会委員、農業振興地域整備促進協議会委員、

営農支援センター運営委員会運営委員、農業再生協議会監事、長野農業委員会協議会構成員を

会長代理が務めることでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

次に、農業再生協議会、地区割りで 1 人の委員が該当する桑原、稲荷山地区は栁澤雅仁委員、

埴生地区は唐木博道委員、森・倉科地区は、長浦一喜委員、戸倉地区は滝沢大委員、五加地区

は、中島一茂委員にお願いしたいがよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

以降は、区分ごとに代表者の選出が必要となりますので、暫時休憩の間に、 

八幡地区代表、屋代地区代表、雨宮地区代表、更級地区代表、上山田地区代表を選出願います。

暫時休憩といたします。 

 

（選考） 

 

それでは地区代表の選出が終わりましたので事務局より結果の報告をお願いいたします。 

 

それでは地区代表者を報告申し上げます。 

八幡地区代表は大島委員。屋代地区は中島委員、雨宮地区は半田委員。更級地区は本道委員、

上山田地区は金原委員となりました。以上です。 

 

ただいまの報告により農業再生協議会委員に八幡地区代表大島委員、屋代地区代表中島委員、

雨宮地区代表の半田委員、更級地区代表本道委員、上山田地区代表金原委員にお願いしたいが

よろしいでしょうか。 

 

上山田地区代表の金原委員には有害鳥獣駆除対策協議会委員もお願いしたいがよろしいでしょ

うか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、続きまして二つ以上にまたがる地区代表の選出が必要となりますので、暫時

休憩の間に、更埴川東地区代表、川西地区代表、戸倉更級地区代表の選出をお願いします。 



 

 

 

 

議長 

 

 

平塚次長 

 

議長 

 

 

平塚次長 

 

議長 

 

 

 

平塚次長 

 

議長 

 

 

 

岩井主任 

 

議長 

 

 

 

 

平塚次長 

 

議長 

 

 

事務局説明 

 

長浦委員 

 

 

 

 

北村主任 

 

 

 

長浦委員 

休憩といたします。 

 

（選考） 

 

再開します。お手元の13ページの空欄にそれぞれ名前を記入していただくということで一括報

告にしたいと思います。 

 

（事務局の報告） 

 

以上のように決定しましたが何かございますか。 

次に資料2の親睦会役員について事務局より説明願います。 

 

（説明） 

 

ただいま説明が終わりました。それぞれの地区の委員さんを決めたいのですが、さほどお時間

を取る必要もない訳なのでほんの数分で決まるのであれば決めていただきたいと思いますが、

よろしいですか。親睦会役員について事務局より報告あります。 

 

（事務局の報告） 

 

事務局報告のとおり役員をお願いしたいがよろしいでしょうか？ 

それでは、協議事項括弧（２）の全国農業新聞農業者年金の普及について事務局から説明願い

ます。 

 

（説明） 

 

以上の説明ですが、何か分からないこととかございましたらここでお受けいたします。 

いずれにしろ農業委員会が窓口になっておりますので、何かございましたらこの機会にご相談

ください。何か質問ご意見ありましたらお願いします。 

続きまして協議事項、（３）の農業委員会の日程について事務局から説明をいただきます。 

 

（説明） 

 

概ね午前中の会議ということでありますが、ご確認の上出席願います。 

続きまして、その他の説明がございましたらお願いします。 

 

（説明） 

 

すみません。農地転用と農振地域の従来の関係なのですが、先程の説明では、農振除外手続き

が済んでから農地転用と説明がありましたが、開発行為を含めて全て同一申請、同一許可で同

じ日に許可出している事例があったと思います。何か新しく先に農振解除しなければできなく

なったということでしょうか？ 

 

今言われたその開発の許可と同一日になっているということですか。 

農振除外のパターンをまだ処理したことが無いのですが。おそらくその後の日付については開

発の計画の方と協議して日付を合わせていただくことになるかと思います。 

 

今までは例えば屋代の大規模な開発とか、農振農用地の解除と農地転用、それから 3,000 平米



 

 

 

 

 

 

 

北村主任 

 

滝沢局長 

 

 

 

 

 

 

長浦委員 

 

議長 

 

太田委員 

 

 

 

平塚次長 

 

 

 

太田委員 

 

平塚次長 

 

太田委員 

 

 

 

 

平塚次長 

 

 

 

 

 

 

太田委員 

 

平塚次長 

 

を超えた開発行為は同時申請でやっていたと思います。 

だから許可日も同一日で、全ての許可を同じ日に県の許可が下りていたという経過だったので、

今までどおりそれもできるということでよろしいですか。 

それから、新たに地域計画の関係でこれから計画変更についてはどのようにやっていくのか、

また、手続きも変わるのか農振解除等、やり方が変わってくるのか、その辺について次の説明

会で詳しく教えていただけますか？  

 

改めて確認させてもらえればと思います。 

 

補足の説明をさせていただきます。 

長浦委員のご質問ですが、基本的に4条・5条の説明文の中を見ていただくと分かるのですが、

担当部局が渡るのです。農業委員会とすれば、農振除外を受けて許認可申請を出してください

という言い方しかできないです。 

当然開発は都市計画課でやっていますし、農振除外につきましては農林課でやっておりますの

で、それぞれ担当が違うので、私どもで答えるということはできないです。 

 

はい。 

 

他に何かご質問ございますか。 

 

現地確認報告の手順のとこで、20日頃の会長決裁後に議案書とともに担当地区ごとに下記の書

類を送付しますとあり、私は八幡なので委員が 2 人いるのですが。それぞれ個人のところへ送

ってくれるということですか？ 

 

そうです。今回は28日に農業委員会が開催されます。今回、羽尾と千本柳それから上山田のエ

リアが 3 条申請届いております。その申請書のコピーと現場の公図ですとか、地図をコピーし

たものを該当案件がある委員さんのお宅へ概ね1週間前には議案と一緒にお届けいたします。 

 

2人いれば2人に渡すような形になるのか。 

 

そうです。委員さんと最適化推進委員さんにお渡しをしております。 

 

担当地区の現地確認について、私と大島委員さんがいて。その他に推進委員もいるのですが、

調査の仕方は2人で話し合って行くのか。それとも私1人が推進委員と行くのか。 

そこら辺の調整はどうなっているのか。それは誰が調査するのでしょうか。 

また、現地報告はどちらかがやるのか。そのあたりを教えていただきたい。 

 

担当の農業委員さんと推進委員さん宛に事務局から資料をお届けさせていただきます。担当地

区の皆さんにお渡ししています。 

現地確認については1人ではなく、他の農業委員さんや推進委員さんと日程調整していただき、

現地確認していただきたいと思っています。 

それから、農業委員さんにはその該当案件がある場合に、委員会のときにここで報告していた

だきます。 

 

その地区全員に同じものが届くということですか。 

 

そうです。3条、4条、5条の案件があるものは基本的に該当するエリアの担当委員さんには全

部お渡ししております。案件がない委員さんにはですね、議案だけ届きます。 



 

 

 

滝沢局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

該当案件のある担当地区に住む委員さんと推進委員さんには、実際農業委員会に提出のあった

申請書や現地の地図などをお届けさせていただいております。 

 

補足説明をよろしいでしょうか？農業委員さん、新任の方のエリアっていうのはなかなか難し

いところがありまして、特に埴生、それから屋代、あとは八幡それから若宮、羽尾、須坂、そ

して上山田。この地域については、委員さんも推進員さんも変わってしまったエリアなので、

前任の農業委員さんにサポートをお願いしてあります。 

今回の総会で該当となってくるのが、埴生地区それから屋代地区あとは稲荷山それから羽尾、

上山田。 

その地域につきましては、前任の委員さんにサポートをお願いしてあります。 

例えば、埴生地区でしたら岡田委員さんにお願いしてありますし、それから屋代地区では保木

野委員さんにお願いしてありますし、それから八幡につきましては小松前代理にお願いしてあ

りますので、あと上山田につきましては前任の委員さん 3 人女性なので、どなたかにお話して

いただければ大丈夫ですし現地へ行って、どんなポイントで何を見て、どう報告するかという

詳細は前任の方から聞いていただくと一番分かりやすいと思います。 

連絡先が分からないとございましたら、本日帰る際に事務局の方に寄っていただきまして、前

任のご担当の連絡先確認した上でご記入して持ち帰っていただければと思います。補足は以上

でございます。 

 

何か他には？ 

ここで最後にまた聞き、逃したっていう人がありましたら、質問等をいただきますけれども、

無いようでしたら、本日の日程は全て終了といたします。 

市長招集による臨時総会を以上で閉会といたします。 

大変ご苦労さまでした。 

 

 

 

 

 

［閉会］ 午後4時00分 

 


